
男女共同参画事業
11月12日～25日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

男女共同参画に理解ある事業所を紹介しています

問企画空港課企画政策班　☎84-1279

問企画空港課企画政策班　☎84-1279

　町では、11月1日～12月1日に
町図書館で、「女性に対する暴力
をなくす運動」に関連した図書の
企画展を開催します。
　また、男女がお互いに尊重し合い、性別による差別
について考えることを目的として、男女共同参画のま

ちづくりをテーマとした映画会も開催します。
（詳しくは、23ページに掲載の「ほんの森」の映画会欄
をご覧ください。）
　この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力につ
いて考え、人権が尊重される男女共同参画社会のため
の環境づくりを進めましょう。

　町では、女性の職域拡大やワーク・ライフ・バランス支援などに積極的に取
り組む町内の事業所を「男女共同参画推進賛同事業所」としてホームページで紹
介しています。
　また、育児・介護休業制度の設置や、時短勤務・テレワークなどの勤務形態
の多様化など、働きやすく働きがいのある職場環境を目指し、積極的な取り組
みを行っている事業所がありましたら、情報をお寄せください。

男女共同参画講演会
気づいていない?? ジェンダー不平等のはなし

申問千葉県男女共同参画センター　☎043-420-8411　N043-420-8581
　　 �kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp　※月曜休館（月曜祝日の場合は翌日休館）

　私たちが普段耳にする「男女格差」や「ジェンダー不
平等」という言葉。では、実際に「ジェンダー不平等」
とはどんなことがあるのでしょうか。また、その原因
は何でしょうか。
　ジェンダー不平等の過去と現在について、そして、
未来のジェンダー平等に向け取り組むべき課題につい
てお話を伺います。
と　き　12月4日（水）　午後1時30分～3時
ところ　文化会館　集会室
定　員　50人（申込先着順）
講　師　後藤　弘子 氏

講�師紹介　千葉大学で、大学におけるジェンダー平等
の実現に注力するほか、内閣府男女共同参画局女性
に対する暴力に関する専門調査委員としてDV法の
改正にもかかわる。
講 座 名　12月4日（水）　海匝・山武地域推進員事業
主　　催　 千葉県男女共同参画地域推進員（海匝・山武

地域）
申�込方法　電話・FAX・メールのいずれかで申し込み
　　　　　※ 講座名・氏名・住所・電話番号・メール

アドレスをお知らせください。
申込期限　11月29日（金）

↑「男女共同
参画推進賛同
事業所」紹介
ページ
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